
鮎漁期延長可能エリア

鮎漁期延長可能エリア

相模川 = 磯部頭首工より上流から
　　　　 新小倉橋直下まで

鮎年券  13,000円　日釣券  2,000円

中津川 = 才戸橋上流から愛川大橋
　　　　 上流の魚止め堰堤まで

それ以外は通常の10月14日までとなります。
鮎ルアー可能エリアが相模川では含みます。

遊漁券（年券、日釣券）は通常販売している券
で釣行出来ます。

（10月 31日まで）

愛甲郡愛川町田代２４２３番地先の
標識より同２３７５番地先の標識まで

中津川管理釣場アユルアー区間
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